
蟹1ノ坦．ぜ

レ、l

kこン

　
文

臣
大
口
　
－

学
科
野

部
，

　
平

文

殿

府総第　7∫1号

平成24年2月24日’

．東日本大震災一周年追悼式の当日における弔意表明について（依命通知）

、，標記について、別紙のとおり閣議了解されましたので、貴省部内及び関係者への周

知方、よろしくお取り計らい願います。

離三省部内及品目応対して・本追悼届物一定脚（午後2嗣6分1「「に

．黙とうを捧げるよう周知方、併せて、よろしくお取り計らい願います。

　なお、貴大臣におかれましては、教育委員会を始めとした関係機関等への周知等に

御協力をお願いいたします。　　　　　　　　　　’

　おって、’弔意表明に際しては、下記事項に御配慮願います。

己きP

　弔旗掲揚にういては、「大喪中ノ國旗掲揚方ノ件」（大正元年．7月30日閣令第1号）

に準拠し、四球は黒布をもって覆い、旗竿の上部に黒布を付することとするが、弔旗

として半旗掲揚の慣行のあるところでは、それに従って』もよいこと。
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r東日本大震災一周年追悼式の当日における弔意表明について

’〔嵩咳2轟脚’2翻

東日・本大震災「周年追悼式φ当日（3月11．日）には浪悼の意を

表するため、次φとおり措置するものと減る。・

1．二二においてば弔旗を掲揚するとどもに洛露’学校、

会社その他「脚・おいても同様の措置をζるよう協わ方を要望す・

　ること。’．

12　国民各位に対して、’本追悼弍中の一定時刻（午後2時46分）‘に

　黙とうを捧げ筍よう協力方を要望すること。
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